
上越市規則第 33号 

上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金交付規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、脱炭素経営に取り組み、中小企業向けＳＢＴ認定の取得により企業価

値を向上させる市内の中小企業者等に対し、予算の範囲内で交付する上越市脱炭素経営支

援（ＳＢＴ認定）補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 不給付事業者 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業者 

イ 政治団体 

ウ 宗教上の組織又は団体 

エ 暴力団（上越市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年上越市条例第３４号）

第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第２号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難され

るべき関係を有する者 

オ アからエまでに掲げる者のほか、本補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が特

に認めるもの 

⑵ 中小企業者等 本市の区域内に主たる事務所又は事業所を置く中小企業向ＳＢＴ認定

の取得のために必要な要件を満たした企業をいう。 

⑶ 脱炭素経営 事業活動における温室効果ガス排出量の削減に取り組むことを通じて、

取引の継続、新規顧客の獲得、自社製品の付加価値の向上等を図り、もって経営リスク

を低減するとともに成長の機会としていく視点を持った企業経営をいう。 

⑷ 県補助金 新潟県中小事業者脱炭素経営支援事業補助金交付要綱（令和７年５月１３

日施行。以下「県要綱」という。）に基づき、中小事業者等に交付される補助金をいう。 

⑸ ＳＢＴ 県要綱第２条第１号に規定する温室効果ガス排出削減目標をいう。 

⑹ 中小企業向けＳＢＴ認定 県要綱第２条第３号に規定する認定をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各



号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 登録申請日の属する年度内において当該認証に係る県補助金の交付確定を受けたこと。 

⑵ 市税を滞納していないこと。 

⑶ 不給付事業者ではないこと。 

（登録） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助対象者としての登録を受けな

ければならない。 

（登録申請等） 

第５条 前条の規定により登録を受けようとする者は、市長が別に定める募集期間内に上越

市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金交付対象者登録申請書（第１号様式）に次に掲げ

る書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 県補助金の交付決定通知書の写し(募集期間内において、交付申請を行ったにもかか

わらず、交付決定通知書が到達しない場合にあっては、当該交付申請書の写し) 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助対象者の登録の可否 

決定 
を決定したときは、上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金交付対象者登録  通知                                  

却下 

書（第２号様式）により通知するものとする。 

（登録の取下げ） 

第６条 前条第２項の規定により登録の決定を受けた者が、県補助金の申請を取り下げ、又

は却下されたときは、上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金登録取下届出書（第３

号様式）を速やかに市長に届け出なければならない。 

（補助金の額等） 

第７条 補助金の額は、県補助金の交付確定額の３分の１（当該額に１,０００円未満の端

数があるときは、当該端数を切り捨てた額）を乗じて得た額とし、１０万円を限度とする。 

２ 補助金の交付は、一の補助対象者において、１回を限度とする。 

（交付申請等） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認

定）補助金交付申請書（第４号様式）に次に掲げる書類を添えて、第５条第２項の規定に

よる登録の決定のあった日の属する年度の３月３１日までに市長に提出しなければならな

い。 

⑴ 県補助金の交付確定通知書の写し 

⑵ その他市長が必要と認める書類 



２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決 

決定 
定したときは、上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ）補助金交付  通知書（第５号様式）に 

却下 
より通知するものとする。 

（決定の取消し） 

第９条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

⑵ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により当該補助金の交付の決定を取り消した場合で、既に補

助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（補助金の経理に係る書類の保存） 

第１１条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けた事業に係る経理について、

その収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、それらの書類を補助金の交付決定を受

けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

（その他） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



第１号様式（第５条関係） 

 

上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金交付対象者登録申請書 

 

  年  月  日 

（宛先）上越市長 

 

申請者 住所（所在地） 

    団 体 名 

    代表者氏名 

    電 話 番 号 

 

次のとおり上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金の補助対象者として登録したいの

で、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 補助金申請額     金           円 

 

２ 添付書類 

新潟県中小事業者脱炭素経営支援事業補助金の交付決定通知書の写し 

 

３ 申請者の概要 

申 請 者 名 

（ 法 人 名 ） 
 

代 表 者 名 
（役職） （氏名） 

  

事業所所在地 
( 複 数 あ る 場 合 

は す べ て ) 

〒 

 

業 種 
(日本標準産業分類の大分類) (日本標準産業分類の中分類) 

  

主な事業内容  

資 本 金 の 額 千円 

常時使用する 

従 業 員 数 
人（うち、パート等   人）（交付申請時点） 

担 当 者 

連 絡 先 

所属  

氏名  

TEL  

FAX  

E-mail  



４ 補助事業の内容 

目 的 、 背 景 

 

概 要 

 

見 込 ま れ る 

効 果 

 

スケジュール 

 

 

５ 委託事業者の概要 

①委託 (予定 ) 

事 業 者 名 称 
 

事業所所在地 
〒 

 

②委託 (予定 ) 

事 業 者 名 称 
 

事業所所在地 
〒 

 

６ 補助対象経費の内訳 

区分 補助対象経費 補助金の額 備考 

業 務 委 託 費 用 円 円  

申 請 費 用 及 び 

海 外 送 金 手 数 料 
円 円  

そ の 他 

（      ） 
円 円  

合 計 円 円  



７ 同意及び誓約事項 

各項目の該当する□にレ点を記入してください。 

項目 確認欄 

申請者は、中小企業向けＳＢＴ認定の対象となる要件を満たして

います。 

はい 

□ 

いいえ 

□ 

上越市内に主たる事務所又は事業所を置いています。 
はい 

□ 

いいえ 

□ 

上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金の交付審査のた  

め、     課の職員が当方の市税の納税状況について調査

し、又は確認することに同意します。 

はい 

□ 

いいえ 

□ 

規則第２条第１号に規定する不給付事業者に該当しません。 
はい 

□ 

いいえ 

□ 

補助対象経費は、新潟県中小事業者脱炭素経営支援事業補助金以

外の交付を受けておらず、また、受ける予定はありません。 

はい 

□ 

いいえ 

□ 

上越市が実施する施策に関する調査等に協力する意思がありま

す。 
はい 

□ 

いいえ 

□ 

上記事項の同意及び誓約の内容は、事実と相違ありません。 

  年  月  日 

住所：                        

名称及び代表者氏名：                  



第２号様式（第５条関係） 

 
         決定 

上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金交付対象者登録  通知書 
                        却下 

 

第     号  

  年  月  日 

 

          様 

上越市長            

                        

 

     年  月  日付けで申請のあった上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金 

               と お り 決 定 
交付対象者の登録について、次の          したので通知します。 
               理由により申請を却下 

 

決 定 

登 録 番 号 第       号 

交 付 申 請 

予 定 額 
                  円 

却 下 理 由 

 

 

 

 

 

  



第３号様式（第６条関係） 

 

上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金登録取下届出書 

 

（宛先）上越市長   

 

  年  月  日 

 

申請者 住所（所在地） 

    団 体 名 

    代表者氏名 

    電 話 番 号 

        登 録 番 号     第       号 

     

 

 

年  月  日付けで登録された上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金

について、次の理由により取り下げたく届け出ます。 

 

取下げの理由 

 

 

 

 

 

 

 

  



第４号様式（第８条関係） 

 

上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金交付申請書 

 

  年  月  日 

（宛先）上越市長 

 

申請者 住所（所在地） 

    団 体 名 

    代表者氏名 

    電 話 番 号 

登 録 番 号     第      号 

 

次のとおり上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金の交付を受けたいので申請します。 

 

記 

 

１ 補助金申請額     金           円 

 

２ 添付書類 

新潟県中小事業者脱炭素経営支援事業補助金の交付確定通知書の写し 

 

３ 事業実施内容 

⑴ 目 的 、 背 景 
 

⑵ 概    要 
 

⑶スケジュール 
 

⑷ 事 業 実 施 

に よ る 効 果 

 

⑸今後の取組予定 
 

 ※ ⑴から⑶については、事業登録時と変更がある項目のみ記入ください。 



４ 補助対象経費の内訳 

区分 補助対象経費 補助金の額 備考 

業 務 委 託 費 用 円 円  

申 請 費 用 及 び 

海 外 送 金 手 数 料 
円 円  

そ の 他 

（      ） 
円 円  

合 計 円 円  

５ 同意及び誓約事項 

各項目の該当する□にレ点を記入してください。 

項目 確認欄 

申請者は、中小企業向けＳＢＴ認定の対象となる要件を満たして

います。 

はい 

□ 

いいえ 

□ 

上越市内に主たる事務所又は事業所を置いています。 
はい 

□ 

いいえ 

□ 

上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金の交付審査のた  

め、     課の職員が当方の市税の納税状況について調査

し、又は確認することに同意します。 

はい 

□ 

いいえ 

□ 

規則第２条第１号に規定する不給付事業者に該当しません。 
はい 

□ 

いいえ 

□ 

補助対象経費は、新潟県中小事業者脱炭素経営支援事業補助金以

外の交付を受けておらず、また、受ける予定はありません。 

はい 

□ 

いいえ 

□ 

上越市が実施する施策に関する調査等に協力する意思がありま

す。 

はい 

□ 

いいえ 

□ 

上記事項の同意及び誓約の内容は、事実と相違ありません。 

これに反する場合は、この申請を却下され、補助金の交付の決定を取り消され、又は交付

を受けた補助金を返還することを承諾します。 

  年  月  日 

 

住所：                        

 

名称及び代表者氏名：                  

 



第５号様式（第８条関係） 

 

                   決定 

上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金交付  通知書 

                   却下 

 

 第     号 

年   月  日 

 

              様 

上越市長           

 

 

     年  月  日付けで交付申請のあった上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補 

         と お り 決 定 

助金について、次の          したので通知します。 

         理由により申請を却下 

 

決 定 

交 付決 定 額 円  

交 付 条 件 

１ この補助金の対象となる事業及びその内容は、   年 

  月  日付けによる交付申請書記載のとおりとする。 

 

２ 上越市脱炭素経営支援（ＳＢＴ認定）補助金交付規則に

従うこと。 

 

却 下 理 由  

 

 

 

 


